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令和４年６月橋本市議会定例会会議録（第５号）その３ 

令和４年６月23日（木） 

                                          

日程第５ 議案第６号 橋本市の議会の議

員及び長の選挙における選挙運

動用自動車の使用の公営に関す

る条例等の一部を改正する条例

について 

○議長（小林 弘君）日程第５ 議案第６号 

橋本市の議会の議員及び長の選挙における選

挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等

の一部を改正する条例について を議題とい

たします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第６号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第６号 橋本市の議会の議員

及び長の選挙における選挙運動用自動車の使

用の公営に関する条例等の一部を改正する条

例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

日程第６ 議案第７号 橋本市職員の育児

休業等に関する条例の一部を改

正する条例について 

○議長（小林 弘君）日程第６ 議案第７号 

橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）おはようございます。 

 説明では、今までは１日の勤務時間にかか

わらず、どの職員でも最大２時間取得するこ

とができたけれども、これからは、この条例

がどういうふうに読んだらいいかというのが

もうひとつよく分からなかったんですけども、

要するに、非常勤職員に関しては勤務時間に

よっては最大２時間というのがなくなったと

いうふうに解釈すればよろしいんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）この改正に

つきましては国の改正に伴うものであります。

それで、今まで議員おただしのように、どの

職員も２時間以内の範囲で部分休業が取れる

という書きぶりだったんですけれども、今回

につきましては、新しい８条で定められてい

るのが、１週間の勤務日が３日以上、または

１年間で121日以上で、なおかつ１日につき６

時間以上勤務される方以外の方というのがこ

こで定められております。次の９条では、30

分単位で取ることができますという定めにな

っております。それから次の９条２項、それ
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から３項におきまして定められているのが、

例えば１日の勤務時間が２時間の方が２時間

の部分休業を取るとなると、勤務時間が結局

ゼロということになりますので、本市では全

く今まで該当される職員がいなかったんです

けれども、今回、国の改正の定めに沿って本

市のほうも改正させていただいた次第でござ

います。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）分かりました。国の法

律が最近変わった、変わったところというこ

とでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）国の改正に

つきましては少し以前に変わっておったとこ

ろなんですけれども、このたびうちの条例の

整備が遅くなったんですけれども、今回整備

させていただいた次第でございます。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第７号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第７号 橋本市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

日程第７ 議案第８号 橋本市やすらぎ広

場設置及び管理条例の一部を改

正する条例について 

○議長（小林 弘君）日程第７ 議案第８号 

橋本市やすらぎ広場設置及び管理条例の一部

を改正する条例について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 杉本君。 

○11番（杉本俊彦君）これの市長の許可を受

けなければならない、言いますと、第３条第

３項、業として写真、映画等を撮影すること。

一々、私が携帯で撮ってアップした写真を人

が買うってなったときに、お金をもらうとき

には再度市長の許可をもうてというのは、後

からになってしまうんですよ。ほんで、あそ

こで動画撮影をしとって、「この動画、ええさ

かい売ってくれ」と言われたときに、えっと

言うてまた市長に許可をもらいに行かなあか

んというような、前、後ろ反対のことも考え

られるんで、どういうことかなと思って具体

的に教えてほしいんですけども。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）業として撮影とい

うことでございますので、撮影を営利目的で

行っている場合という形で解釈していただけ

たらと思います。営利目的ですんで、例えば

映画の撮影とかという場合になってくると思

います。 

○議長（小林 弘君）11番 杉本君。 

○11番（杉本俊彦君）結局、勝手に携帯で撮
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っとって後から言われても、そんなもんは関

係ないという話でよろしいんですよね。映画

撮影で撮るというんやったら許可が要るけど

も、俺が撮っとるやつを後から誰かに売って

と言われても構わないということやな。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）なりわいとして撮

影とかという場合であれば許可が要るという

形になります。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）委員会付託なのであま

り細かくはあれなんですけれども、条例を見

ていきますと、徴収逃れ等の罰則はあるんで

すけれども、例えば使用した後に、ごみをほ

って帰ったやとか、水を勝手に使っていた等

の罰則というのがないように見受けられるん

ですけれども、いかがですか。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）使用にあたっては

要領を定めていまして、守っていただけねば

ならない事項としてごみの持ち帰りというの

も定めております。そういうことを守ってい

ただけなければ、次の使用の許可についても

検討していきたいという形になると思います

ので、その辺で対応したいと考えております。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 ただ今、議題となっております議案第８号

については、経済建設委員会に付託いたしま

す。 

                     

日程第８ 議案第９号 橋本市小中学生医

療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例について 

○議長（小林 弘君）日程第８ 議案第９号 

橋本市小中学生医療費の支給に関する条例の

一部を改正する条例について を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）今回この小中学生医療

費というのを子ども医療費というふうに名前

を変えていくことで、恐らくまだはっきりと

は分かってないんですけども、内容を拡充し

ていくという方向には進んでいくんかな、い

いことやと思うんですけど、これは勝手な予

測ですけどもね、思うんやけども、その中で

前も僕、別に自分が一般質問したからといっ

てどうこう言うつもりはないんやけども、所

得制限の範囲というのを以前の一般質問でも

話をさせてもらったんですけども、それにつ

いては今行政としてはどのようにお考えなの

か、その部分をお聞かせください。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）所得制限につ

きましては、前回の一般質問でもされました

ように、課題であるというふうには思ってい

ます。ただ、本市の今の考え方の中を述べさ

せていただきますと、本来、健康保険制度と

いうのは、大人の方も子どもの方も病気にか

かると保険証を持っていって、医療機関でか

かったうちの３割なり２割なりそれなりの負

担をお願いしているところでございます。こ

の子ども医療費につきましてはその自己負担

分を市で全額補填して、結果、子どもの健康

や保持、増進を図るという制度はご理解いた

だいているとは思います。 

 現在、受給者証をお持ちの方というのは受

診の際に、医療の保険証と子ども医療の受給

者証を提出することで、実際の医療費の自己

負担分はゼロということで全額給付で補填し

ているというところなんですけれども、所得

制限の設定につきましては各市町村の裁量に
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委ねられております。所得制限を設定する市

町村もありますし、議員おただしのように所

得制限を廃止している市町村も、これは全国、

運用はまちまちの状況です。 

 本市では、現在のところおただしのように

所得制限を設けており、その所得制限の基準

というのは和歌山県の乳幼児医療の補助金の

所得制限をそのまま小中学生医療にも運用し

ています。所得制限が結構高く設定されてい

るというところで、前のご質問にもありまし

たように、子どもは国の宝、市の宝でありま

すので、子どもたちがスムーズに医療機関に

受診できて、その結果、重症化とか疾病の治

療にというところでございますけれども、こ

こで所得制限を高くすることによって多くの

子どもが本制度の適用範囲に収まるようにと

いうところで、所得制限を高く設定している

というところです。 

 医療費の助成制度というのは、市民の皆さ

んからの預かった大切な税金で賄うことにな

っておりますし、その中で所得オーバーの方

というのは一定の支払い能力があるというふ

うに思っております。窓口の２割、３割の負

担につきましては、引き続きお願いしたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお

願いします。 

 議論につきましては、引き続き内部のほう

で進めていきたいと思っておりますので、そ

の辺のところもご理解のほどお願いします。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）僕、前も、誤解ないよ

うに言うときますよ。全員無償化にするんか、

それとも、医療費を払えないご家庭に医療費

を提供する施策なんか、それが曖昧やからち

ゃんと所得制限を考えてくださいと言ってい

るだけで、全員無償化にせえという話をして

いるんじゃない。所得制限の位置が曖昧やか

らおかしいん違いますか。さっきの答弁で言

うたら、その所得制限の上の方は払えるから

って、ほんなら下の人は払えれへんのという

議論なっちゃうんよ。そんなことを言うとる

んと違うんよ。そんな議論をしたくないから、

その施策の色合いを明確にしたら、どっちに

するのという話をしている。僕、だからさっ

きも施策の毛色は分かっとるんですよ。所得

制限を上に設けたら、たくさんの人が受けれ

るのは分かっとるんですよ。それはそれでえ

えんですよ。そないしてくれるんやったらね。

それで明確に押すんやったらかめへんのやけ

ど、でもそこで、その線引きより上の人は払

えるからという議論はおかしいと言うとる。 

 そんな話じゃないでしょう。ほんなら、そ

の線引きよりちょっと下は払えれへんの。そ

の議論でこの話を持ってくるから僕は一般質

問をしたんよ。そんな議論は関係ないねん。

ちゃんと明確に行政はこうやからこういう線

引きをしていますという話やったら納得はす

るけども、払える払えれへんの話をするから

おかしくなる。だから、これは今ちょっと外

れていっとるからせえへんけど、その議論を

するときにその話はなしね。そんな話じゃな

いよ。僕が一般質問をした理由も違うし、今

ここで質問をしている理由も全然違うからね。

ちゃんと明確な色合いを持って所得制限を決

めたらいいよと言うとるんよ。別に全員に渡

すべきやという話もしてない。その施策の色

合いは何なんやという話をしているだけ。払

えるか払えれへんかの理論でするからおかし

くなる。これは要望で結構やけども、所得制

限を考えるときはぜひともその辺を考慮して、

きっちり考えてください。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 
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 ただ今、議題となっております議案第９号

については、文教厚生委員会に付託いたしま

す。 

                     


